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資金決済に関する法律に基づく利用終了及び払戻し実施のご案内 

 

 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 この度、株式会社尾賀亀発行の燃料プリカ（磁気型のものに限る）につきましては、令和 8 年 6 月 30 日をも

ちましてご利用を終了させていただき、資金決済に関する法律第 20 条第 1 項に基づき、払戻しを実施させてい

ただきます。 

 未使用残高のある燃料プリカ（磁気型のものに限る）をお持ちのお客様は、ご利用終了日までにご利用いた

だくか、以下の払戻しの申出期間内にお申し出いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1． ご利用終了及び払戻しを行う前払い式支払い手段の種類 

 

（表面）             （裏面） 

     

 

（表面）             （裏面） 

     

 

（表面）             （裏面） 

     

 

 



（表面）             （裏面） 

     
 

（表面）             （裏面） 

     

 

2． ご利用終了日 

  令和 8年 6月 30 日（火） 

 

3．払戻しの申出期間 

令和 8年 7月 1日（水）～令和 8年 9月 25 日（金） 受付時間：午前 9時～午後 7時まで 

   ※当該期間内に払戻しの申出がない場合は、この払戻し手続から除斥されます。 

 

4．申出及び払戻の方法 

  下記払戻店頭窓口まで対象のプリペイドカードをご持参ください。返金確認書に必要事項をご記入 

いただき、内容確認の上その場で現金と交換いたします。 

  ※なお、郵送での払戻しが必要な場合は下記問い合わせ先までお問合せください。 

   返金確認書・返信用封筒を郵送いたします。内容確認の上、指定口座にお振込いたします。 

   （返信用切手代、振込手数料は当社負担）郵送の場合 9月 25日の消印有効です。 

 

5．払戻窓口及びお問合せ先 

 【払戻店頭窓口】 

  EneJet 大津営業所、EneJet 湖南草津営業所、EneJet 京滋バイパス営業所、EneJet 栗東営業所、 

EneJet 栗東中央営業所、Dr.Drive 守山営業所、EneJet 竜王営業所、Dr.Drive 八日市営業所、 

EneJet 彦根営業所、EneJet ニュー長浜営業所、ニュー近江八幡営業所 

 

 【お問合せ先】 

  株式会社 尾賀亀  

〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町 293  

TEL:0748-33-3109（受付時間:午前 9時～午後 5時、土日祝除く） 

  https://mantan.co.jp/ 

 

以上 


